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議会の動き
11月16日　広報広聴常任委員会
11月18日　中空知町議会議長連絡協議会道外政務調

査（～20日　鹿児島県）議長
11月21日　町村議会議長全国大会（東京都）議長
11月27日　全員協議会、議員定数等調査特別委員会
12月３日　総務民生常任委員会
12月５日　経済文教常任委員会
12月７日　議会運営委員会
12月10日　議員定数等調査特別委員会、常任委員会

報告会
　　　　　しんとつかわ雪まつり安全祈願祭　議長
12月12日　平成30年第４回定例会（～14日）

12月13日　消防団第一分団詰所開所式　議長他
12月25日　全員協議会、庁舎建設特別委員会
１月７日　新十津川消防出初式　議長他
１月11日　経済文教常任委員会
１月13日　成人式典　議長他
１月15日　総務民生常任委員会
１月18日　空知町村議会議長会役員会（栗山町）議

長
１月19日　新十津川農民協議会創立50周年記念式典    

議長
１月23日　消防第一分団ポンプ車配置式　議長他
１月25日　平成31年第１回臨時会

インフォメーション
information

●議会開催予定
◎第１回定例会：３月５日（火）から３月 15日（金）まで　※ 10：00開会
　※一般質問は　５日午後１時からの予定

３月定例議会では、平成 31年度の予算がどのように使われ、どのような事業が行
われるのか審議しますので、ぜひ、議場にお越しください。
　多くの町民のみなさまの傍聴をお待ちしています。

　今年、2019年は統一地方選挙の年です。４月には町長、町議会議員の選挙が行われ、町内でも選挙活動が
盛んに行われてきます。しかし、選挙運動は多くの規制があり、自由にできないことになっています。選挙運
動を間違って行うと公職選挙法違反となり、逮捕されることも。
　選挙運動と政治活動が分かりづらいこともありますが、ここでは少し選挙運動をご紹介します。

◎選挙運動とは
　特定の選挙について、特定の候補者の当選をはかることを目的に選挙人に働きかけること。
　要件：①選挙の特定性　②候補者の特定性　③当選目的　④投票を得るための行為
◎選挙運動が行える期間
　立候補届が受理された時点から投票日の前日まで　
◎やってはいけない選挙運動　※主なもの
　①戸別訪問　　②署名運動の禁止　　③飲食物提供の禁止　　④気勢を張る行為の禁止
　その他、かなり細かく決められています。疑問に思うことや、分からないことは選挙管理委員会に相談して
みましょう。

新十津川町選挙管理委員会　電話：０１２５－７６－２１３１

http://www.facebook.com/shintotsukawa.gikai/

活動内容をタイムリー
にお知らせします！

新十津川町議会

～選挙運動と禁止行動～


